
 

 

 

                                                                        

                                                                                                                                                                                                       

   

 

  

   

                                                                             

 

 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

判断能力がかなりなくなってきたか

ら、大切な判断をするときは手伝って

ほしいなあ。 

もう自分では判断できなくなってい

るので、大切なことは代わりに判断

してほしいなあ。 

今は元気だけど、将

来判断ができなく

なったときに備え、

財産管理などを信

頼できる人に頼ん

でおきたい。 

判断能力が少しなくなってきたから、 

大切な判断をするときは見守ってほ

しいなあ。 

法 

定 

後 

見 

制 

度 

任
意
後
見
制
度 

補 助 類 型 

[判断能力が不十分] 

保 佐 類 型     

[判断能力が著しく不十分] 

後 見 類 型 

[判断能力がほとんどない] 

裁
判
所
が
法
務
局
に
審
判
の
内
容
を
登
記 

補助人がつき支援開始 

補助人 

裁
判
所
へ
申
立
日
の
予
約 

 成年後見制度利用までの流れ 

本人の同意 

が必要 

本人の同意 

は不要 

本人の同意 

は不要 

保佐人 

成年後見人がつき支援開始 

 

 

本人と任意後見受任者との話し

合いにより、委任内容を決定し、

「任意後見契約」を公正証書で締

結します。その後、公証役場が法

務局に契約の登記を行います。 

公 証 役 場 

実際に判断 

能力が低下 

したら・・・ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意後見監督人選任の申立て 

【申立てできる人】 

本人、配偶者、４親等以内の親族、任意後見受任者 

↓ 

裁判所は任意後見監督人を選任します。任意後見監督人

は、弁護士・司法書士・社会福祉士といった第三者専門職

がなります。その後、裁判所が法務局へ登記を行います。 

裁 判 所 

「任意後見契約」であらかじめ定め 

ておいた内容に基づき支援開始 

任意後見人の 

事務を監督 

＊法定後見においては、成年後見人等が事務を適切に行っているか、裁判所が成年後見人等の監督を行います。ただし、 

事案により裁判所が弁護士・司法書士等の専門職を成年後見等監督人に選任し、監督を行わせる場合もあります。 

成年後見人等が報酬を受け取るためには、裁判所に対し「報酬付与の審判」の申立てが必要です。裁判所は、本人の 
 

資力や成年後見人等の事務内容などを総合的に考慮し、本人の財産の中から成年後見人等に支払うのに妥当な金額を 
 

決定します。したがって、報酬額の基準が法律で決まっているわけではありません。 

 

 

成年後見人等の報酬について 

成年 

後見人 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 申立てできる人 】 

本人、配偶者、４親等以内の

親族等。身寄りのない方は、

区市町村長。 

 
 

 

 

 

 

 

【 必要なもの 】 

申立書、親族関係図、本人の

財産目録、戸籍謄本、住民票、

診断書等。 

 
 

 

 

 

 

 

 

【 費 用 】 

[収入印紙] 

申立費用：８００円 

登記費用：２,６００円 

（代理権及び同意権付与時は、

それぞれ８００円追加） 

[郵便切手] 

補助・保佐 ４,１００円 

後見  ３,２００円 
 

 

＊別途、戸籍謄本代・住民票

代・診断書代等が必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

＊別途、手続きを弁護士・司

法書士等へ依頼する場合は

報酬が必要です。 

申 立 準 備 

保佐人がつき支援開始 

 

 

 

【 即日面接 】 

裁判所は、申立ての当日、申立人及び成年後

見人等候補者から詳しい事情を聞きます。    

↓ 

【 本人調査 】 

裁判所は、本人の意思を尊重するため、申立

ての内容などについて直接本人から意見を聞

くことがあります。 

↓ 

【 親族への意向照会 】 

裁判所は、本人の親族に対して申立ての概要

等を伝え、親族の意向を聞くことがあります。 

↓ 

【 鑑 定 】 

裁判所が本人の鑑定が必要だと判断した場合 

は、裁判所に依頼された鑑定人が本人の能力 

等を鑑定します。鑑定料は５万円～１０万円 

程度かかります。 

↓ 

【 審理・審判 】 

裁判所は、調査や鑑定が終了した後、最も適

任と思われる方を成年後見人等に選任しま

す。 

裁 判 所 

 

申立て当日から成年後見人等選任まで 

 

【電 話】０４２－８４５－０３２４、０３２５（後見係直通） 

【住 所】東京都立川市緑町１０番地の４  【交通機関】高松駅（多摩都市モノレール）より徒歩５分 

 

東京家庭裁判所立川支部（申立日の予約） 

任意後見人 

任意後見 

監督人 


